
                          
 

 

                          

名  称 松島三丁目地区防災街区整備地区計画 

位  置 ※ 江戸川区松島二丁目及び松島三丁目各地内 

面  積 ※ 約２５．６ｈａ 

 
地区計画の目標 

 
 木造住宅が密集して防災上の改善が必要な防災再開発促進地区に指定されている当地区において、公共施設の整備と建築物の不燃化

により、密集市街地における防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図ることにより居住環境を保全する。同時に街 

の緑化と景観形成の推進により、緑豊かな魅力のある良好な市街地環境を創出する。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

 

土地利用の
方針 

 
当地区の特性に応じた良好な市街地を形成するため、次の６街区に区分し当地区の土地利用の方針を次のとおりとする。 

１ 住居系複合街区Ａ 

 建築物の不燃化等により防災性を高め、戸建て住宅と共同住宅等が調和した中層住宅地の形成を図るとともに、身近な店舗等が共

存する市街地の形成を図る。 

２ 住居系複合街区 B  

 建築物の不燃化等により防災性を高め、戸建て住宅を中心にした中低層住宅地の形成を図るとともに、身近な店舗等が共存する市

街地の形成を図る。 

３ 住居系複合街区Ｃ 

  建築物の不燃化等により防災性を高め、戸建て住宅と身近な店舗や住環境に配慮した作業所等が共存する中低層の市街地の形成を

図る。 

４ 松島通り街区 

  建築物の不燃化等により防災性を高め、地域住民の日常生活を支える商店街としての環境の保全と中層の市街地の形成を図る。 

５ 駅周辺商業街区 

  ルミエール商店街と一体とした賑わいのある商業・業務系施設が集積された中高層の市街地の形成を図る。 

６ 平和橋通り街区 

  交通利便性を活かした住宅・店舗・事務所等の集積を図り、適正な土地の高度利用と延焼遮断帯の形成を図る。 
 

地区防災施
設及び地区
施設の整備
の方針 

災害時の延焼拡大の抑止、緊急車両の進入や避難路を確保するために、約２５０ｍ間隔に幅員６ｍ以上の道路を地区防災施設として
位置付けて整備を図る。 

地区施設については、生活道路を区画道路として位置付け、４ｍ未満の道路は４ｍに拡幅整備する。また、地区内の公園については
拡充に努める。 

  

 

 

「松島三丁目地区防災街区整備地区計画」計画書  
≪計画決定 H17. 7.21 江戸川区告示 251号≫ 
≪計画変更 H22. 2. 4 江戸川区告示  27号≫    
≪計画変更 H28. 8. 1 江戸川区告示 482号≫ 
≪計画変更 R 2. 9.18 江戸川区告示 660号≫ 
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建築物等の
整備の方針 

  
１ 地区の防災性の向上のため、準防火地域に建築物の構造に関する防火上の制限を定める。 

２ 良好な居住環境の保全を図るため、各街区に相応しい建築物等の用途の制限を定める。 

３ 敷地の細分化による新たな密集を防止し良好な居住環境の保全を図るため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

４ 良好な居住環境の保全を図るため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

５ 良好な都市景観を創出するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

６ 潤いのある街並みを創出する緑化を推進するとともにブロック塀等の倒壊による災害を防ぎ、避難路を確保するため、垣又はさく 

の構造の制限を定める。 
 

防

災
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地
区
防
災
施
設
の
区
域 

種 類 名 称 幅 員 延 長 面  積 備 考 

 

道 路 
地区防災施設１号※ 8～10ｍ 約４３０ｍ 約３，９４０㎡ 一部拡幅 

地区防災施設２号※ 8ｍ 約４２０ｍ 約３，３６０㎡ 既 存 

地区防災施設３号※ 8ｍ 約３３０ｍ 約２，６４０㎡ 既 存 

地区防災施設４号 6～7.1ｍ 約２６０ｍ 約１，５７０㎡ 一部拡幅 

地区防災施設 5 号 6～7.3ｍ 約１４０ｍ 約  ８７０㎡ 既 存 

地区防災施設６号 ６ｍ 約１３０ｍ 約  ７８０㎡ 既 存 

計      約 １．３ha 

地

区

施
設
の

配

置
及
び

規

模 

種 類 名 称 面 積 備 考 

 

公 園 
地区公園１号 松島三丁目公園 約 １，８３０㎡ 既 存 

地区公園２号 ひかり児童遊園 約 ５３０㎡ 既 存 

地区公園３号 松島三丁目児童遊園 約 ２８０㎡ 増 設 

地区公園４号 松島三丁目第二児童遊園 約 ２３０㎡ 既 存 

地区公園５号 松島もみじひろば 約 ３１０㎡ 新 設 

地区公園６号 松島くろまつひろば 約 ２１０㎡ 新 設 

地区公園７号 松島ふじひろば 約 ３１０㎡ 新 設 

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 

その他の公共空地 
緑道 1号 5.2  ｍ 約 ２１０ｍ 既 存 

緑道２号 ４ ｍ 約 １５０ｍ 既 存 
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種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 名 称 幅 員 延 長 備 考 

 
道 路 

区画道路１号※ ８ｍ 約 ７０ｍ 既存 区画道路２８号 ４ｍ 約 ６５ｍ 既存 

区画道路２号 7.2 ｍ 約 ９０ｍ 既存 区画道路２９号 ４ｍ 約 ８０ｍ 既存 

区画道路３号 6.3 ｍ 約 ９０ｍ 既存 区画道路３０号 ４ｍ 約２２０ｍ 既存 

区画道路４号 6.3 ｍ 約１１０ｍ 既存 区画道路３１号 ４ｍ 約１２０ｍ 既存 

区画道路５号 ５ｍ 約１６０ｍ 既存 区画道路３２号 ４ｍ 約 ９０ｍ 拡幅 

区画道路６号 5.4 ｍ 約 ７０ｍ 既存 区画道路３３号 ４ｍ 約１２０ｍ 拡幅 

区画道路７号 7.2 ｍ 約 ３０ｍ 既存 区画道路３４号 ４ｍ 約 ５５ｍ 既存 

区画道路８号 ６ｍ 約２６０ｍ 既存 区画道路３５号 ４ｍ 約 ３５ｍ 拡幅 

区画道路９号 ６ｍ 約 ９０ｍ 既存 区画道路３６号 ４ｍ 約 ３０ｍ 拡幅 

区画道路１０号 ６ｍ 約１９０ｍ 既存 区画道路３７号 ４ｍ 約 ８０ｍ 拡幅 

区画道路１１号 ６ｍ 約 ８０ｍ 既存 区画道路３８号 ４ｍ 約 ７０ｍ 拡幅 

区画道路１２号 ６ｍ 約 ７０ｍ 既存 区画道路３９号 ４ｍ 約 ７０ｍ 拡幅 

区画道路１３号 ６ｍ 約１７０ｍ 既存 区画道路４０号 ４ｍ 約 ７０ｍ 拡幅 

区画道路１４号 ４ｍ 約 ６５ｍ 既存 区画道路４１号 ４ｍ 約 ７５ｍ 拡幅 

区画道路１５号 ４ｍ 約 ７０ｍ 既存 区画道路４２号 ４ｍ 約 ７０ｍ 拡幅 

区画道路１６号 ４ｍ 約 ８０ｍ 既存 区画道路４３号 ４ｍ 約１２０ｍ 拡幅 

区画道路１７号 ４ｍ 約１０５ｍ 既存 区画道路４４号 ４ｍ 約 ３５ｍ 拡幅 

区画道路１８号 ４ｍ 約 ８０ｍ 既存 区画道路４５号 ４ｍ 約 ６０ｍ 拡幅 

区画道路１９号 ４ｍ 約２７０ｍ 既存 区画道路４６号 ４ｍ 約 ３０ｍ 拡幅 

区画道路２０号 ４ｍ 約１８０ｍ 既存 区画道路４７号 ４ｍ 約 ５０ｍ 既存 

区画道路２１号 4.5ｍ 約１７０ｍ 既存 区画道路４８号 ４ｍ 約 ６０ｍ 拡幅 

区画道路２２号 ４ｍ 約 ６５ｍ 既存 区画道路４９号 ４ｍ 約 ９０ｍ 拡幅 

区画道路２３号 ４ｍ 約 ６０ｍ 既存 区画道路５０号 ４ｍ 約 ９０ｍ 拡幅 

区画道路２４号 ４ｍ 約 ６５ｍ 既存 区画道路５１号 ４ｍ 約 ４０ｍ 拡幅 

区画道路２５号 ４ｍ 約 ４０ｍ 既存 区画道路５２号 ４ｍ 約 ４０ｍ 拡幅 

区画道路２６号 ４ｍ 約 ３０ｍ 既存 区画道路５３号 ４ｍ 約 ３５ｍ 拡幅 

  区画道路２７号 ４ｍ 約 ３０ｍ 既存 区画道路５４号 ４ｍ 約 ４５ｍ 既存 

防
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地
区
の
区
分 

名 称 住居系複合街区Ａ 住居系複合街区Ｂ 住居系複合街区Ｃ 松 島 通 り 街 区 駅周辺商業街区 平和橋通り街区 

面 積 約 12.1ha 約 5.1ha 約 1.8ha 約 0.9ha 約 2.5ha 約 1.9ha 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築物の構造に
関する防火上の
制限 

 
(1) 建築物の構造は、延べ面積が５００㎡を超える建築物は耐火建築物又は壁、柱、

床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が建築基準法施行令（以下令という）

第１３６条の２第一号イ若しくはロに定める技術的基準に適合するもので、建築

基準法（以下法という）第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方

法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物

は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口

部設備が令第１３６条の２第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ若しくは第

五号に定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交

通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの

としなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は建

築物（木造建築物等を除く。）に附属するものについては、この限りでない。 

(2) 法第三条第二項の規定により(1)の適用を受けない建築物（木造の建築物にあっ

ては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。）を増築し、又は改築する場合にお

いては、次に掲げるもの以外のものについては(1)を適用する。 

① 増築及び改築に係る部分の床面積の合計（当該増築又は改築に係る建築物が同

一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面

積の合計）が、５０㎡を超えないこと 

② 増築及び改築後における階数が二以下であること 

③ 増築及び改築に係る部分の外壁及び軒裏が、防火構造であること 

(3) 法第三条第二項の規定により(1)の適用を受けない建築物の大規模の修繕、大規

模の模様替又は用途を変更する場合においては(1)は適用しない。 

－ 

 
建築物等の用途 

の制限   ※ 

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(1) ホテル、旅館で青少年の健全な育成を損ない、周辺環境との調和を逸したもの 

 
(2) 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供

する部分の床面積の合計が１，５００㎡を超えるもの 

(3) 事務所の用途に供する部分の床面積の合計が１，５００㎡

を超えるもの 

 
(2) デートクラブ 

 
(2) デートクラブ 

(3) ヌードスタジオ、のぞき劇場、スト 

リップ劇場 
(4) テレホンクラブ 

(4) 物品販売業を営む店舗でその用途に供する部分の床面積 
の合計が５００㎡を超え、かつ営業時間が午前０時から午前 
５時におよぶもの 
 

 
 

 

(5) デートクラブ 
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建築物の敷地面
積の最低限度 

７０㎡とする。ただし、従前の敷地がこれを下回る場合で、その敷地の全部を一
の敷地として使用する場合においては当該敷地面積を最低限度とする。 

 

－ 

 

防 

災 
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区 
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備 
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建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

 

建築物等の高さ

の最高限度 

 

 

 
(1) １６ｍとする。

ただし、敷地面積

が３００㎡以上

で、その敷地内に

日常一般に公開さ

れた空地（敷地面

積の１０分の２以

上）を有するもの

については１９ｍ

とする。 

 

 
(1) １６ｍとする。 

 

 
(1) １６ｍとする。

ただし、敷地面積

が３００㎡以上

で、その敷地内に

日常一般に公開

された空地（敷地

面積の１０分の

２以上）を有する

ものについては

１９ｍとする。 

 

 
(1)３１ｍとする。 

 

 

 

 

 

 
(1)３１ｍとする。

ただし、敷地面

積が３００㎡以

上で、その敷地

内に日常一般に

公開された空地

（敷地面積の１

０分の２以上）

を有するものに

ついては３７ｍ

とする。 

 
(2) 建築基準法第５９条の２第１項（総合設計）の規定は適用しない。 

 

 
(2) 建築基準法第５９条の２第１項（総

合設計）の規定に基づき許可を受けた

建築物等については、(1)は適用しな

い。 

(3) 最高限度を超える既存建築物の建て替えについては、既存建築物の高さを超えない範囲内とする。 

 建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱及び工作物等の色彩は、原色や蛍光色など刺激的なものは避け、周辺環境と調和した
ものとする。 

  垣又はさくの構
造の制限 

道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、生垣又はネットフェンス等に緑化したものとする。 
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変更概要                                                      ※    は、変更箇所を示す。 

  名   称  松島三丁目地区防災街区整備地区計画 

  位   置  江戸川区松島二丁目及び松島三丁目各地内 

  面   積 約２５．６ｈａ 

事   項 旧 新 摘 要 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

地
区
の
区
分 

名称 住居系複合街区Ａ 住居系複合街区Ｂ 住居系複合街区Ｃ 松島通り街区 住居系複合街区Ａ 住居系複合街区Ｂ 住居系複合街区Ｃ 松島通り街区 

建築基準法

の改正に伴

う変更 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物の

構造に関

する防火

上の制限 

(1) 建築物の構造は、延べ面積が５００㎡を超える建築物は

耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建

築物又は建築基準法施行令第１３６条の２に規定する技術

的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、

次のいずれかに該当するものは、この限りではない。 

① 延べ面積が５０㎡以内の平屋建の附属建築物で、外壁及

び軒裏が防火構造のも 

の 

② 卸売市場の上屋又は機械製作工場で、主要構造部が不燃

材料で造られたものその他これらに類する構造でこれら

と同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する

もの 

③ 高さ２ｍを超える門又は塀を不燃材料で造り、又は覆わ

れたもの 

④ 高さ２ｍ以下の門又は塀 

 

(1) 建築物の構造は、延べ面積が５００㎡を超える建築物は

耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁

開口部設備が建築基準法施行令（以下令という）第１３６

条の２第一号イ若しくはロに定める技術的基準に適合する

もので、建築基準法（以下法という）第六十一条の規定に

基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しく

は国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物

は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築

物の部分及び外壁開口部設備が令第１３６条の２第一号イ

若しくはロ、第二号イ若しくはロ若しくは第五号に定める

技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づ

き国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国

土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。た

だし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は建築物

（木造建築物等を除く。）に附属するものについては、この

限りでない。 
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(2) 建築基準法（以下法という）第三条第二項の規定により(1)

の適用を受けない建築物（木造の建築物にあっては、外壁及

び軒裏が防火構造のものに限る。）を増築し、又は改築する

場合においては、次に掲げるもの以外のものについては(1)

を適用する。 

① 増築及び改築に係る部分の床面積の合計（当該増築又は

改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合において

は、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計）が、

５０㎡を超えないこと 

② 増築及び改築後における階数が二以下であること 

③ 増築及び改築に係る部分の外壁及び軒裏が、防火構造で

あること 

(3) 同法第三条第二項の規定により(1)の適用を受けない建築
物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては
(1)は適用しない。 

(2) 法第三条第二項の規定により(1)の適用を受けない建築

物（木造の建築物にあっては、外壁及び軒裏が防火構造の

ものに限る。）を増築し、又は改築する場合においては、次

に掲げるもの以外のものについては(1)を適用する。 

① 増築及び改築に係る部分の床面積の合計（当該増築又は

改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合におい

ては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計）

が、５０㎡を超えないこと 

② 増築及び改築後における階数が二以下であること 

③ 増築及び改築に係る部分の外壁及び軒裏が、防火構造

であること 

(3) 法第三条第二項の規定により(1)の適用を受けない建築
物の大規模の修繕、大規模の模様替又は用途を変更する場合
においては(1)は適用しない。 
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地区公園２号 

ひかり児童遊園 

地区公園４号 

松島三丁目 

第二児童遊園 

地区公園３号 

松島三丁目 

児童遊園 

地区公園７号 地区公園１号 

松島三丁目公園 

地区公園６号 

松島くろまつひろば 

地区公園５号 

松島もみじひろば 
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